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税務グループ（�◯８５ １１５５・�◯８５ １１０８）
Ｅメール：tax@city.noboribetsu.hokkaido.jp問い合わせ

※各ケースは、あくまで一例です。実際の税額は、
年齢や控除額などにより異なります。
※一定の社会保険料が控除されているものとして
計算しています。

※実際の負担増減額には、定率減税の廃止や個人
の収入の増減などによる税額の影響があります。

※各ケースの市・道民税の税額には均等割額が含
まれていません。
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給与所得者の方

年金受給者の方

【単身の場合】

税　源　移　譲　前給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

１８万８，５００円６万４，５００円１２万４，０００円３００万円

４２万１，０００円１６万３，０００円２５万８，０００円５００万円

税　源　移　譲　後給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

１８万８，５００円１２万６，５００円６万２，０００円３００万円

４２万１，０００円２６万　５００円１６万　５００円５００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【夫婦＋子ども２人の場合】

税　源　移　譲　前給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

９，０００円９，０００円０円３００万円

１９万５，０００円７万６，０００円１１万９，０００円５００万円

税　源　移　譲　後給与
収入 合 計市・道民税所 得 税

９，０００円９，０００円０円３００万円

１９万５，０００円１３万５，５００円５万９，５００円５００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳未満（単身）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１４万２，３００円４万９，１００円９万３，２００円２５０万円

１９万３，０００円６万６，０００円１２万７，０００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１４万２，３００円９万５，７００円４万６，６００円２５０万円

１９万３，０００円１２万９，５００円６万３，５００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳未満（配偶者控除あり）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

８万７，８００円３万２，６００円５万５，２００円２５０万円

１３万８，５００円４万９，５００円８万９，０００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

８万７，８００円６万　２００円２万７，６００円２５０万円

１３万８，５００円９万４，０００円４万４，５００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳以上（単身）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１１万２，３００円３万９，１００円７万３，２００円２５０万円

１８万１，７００円６万２，２００円１１万９，５００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

１１万２，３００円７万５，７００円３万６，６００円２５０万円

１８万１，７００円１２万２，０００円５万９，７００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

【６５歳以上（配偶者控除あり）の場合】

税　源　移　譲　前年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

５万７，８００円２万２，６００円３万５，２００円２５０万円

１２万７，２００円４万５，７００円８万１，５００円３００万円

税　源　移　譲　後年金
収入 合 計市・道民税所 得 税

５万７，８００円４万　２００円１万７，６００円２５０万円

１２万７，２００円８万６，５００円４万　７００円３００万円

負　担
増減額

０円

０円

＝

※子どものうち１人が特定扶養親族（１６～２２歳）に該当するものとして計算しています。


